
 

 

 

 

岡垣町外部公益通報に関する要綱 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公益通報者保護法（平成16年法律第122号。以下「法」

という。）第２条第４項第２号に規定する行政機関である本町が、外部の労

働者等からの公益通報を迅速かつ適切に処理するために必要な事項を定める

ものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(１) 外部公益通報 法第３条第２号及び法第６条第２号に定める公益通報

であって、本町に対してなされるものをいう。 

(２) 外部公益通報者 外部公益通報をした者をいう。 

(３) 通報 外部公益通報を行うとの意思に基づき行われた通報をいう。 

(４) 通報対象事実 法第２条第３項に規定する通報対象事実をいう。 

(５) 所管課 通報対象事実に係る事務を所管する課等をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、法で使用

する用語の意義によるものとする。 

（組織体制） 

第３条 外部公益通報への対応に関する事務を管理・運営するため、外部公益

通報制度総括通報等責任者（以下「総括通報等責任者」という。）を置くこ

ととし、総務課長をもって充てる。 

２ 総括通報等責任者は、外部公益通報への対応に関して法令に基づく要綱類

の整備、教育研修の実施、外部公益通報に関する調査の進捗等の管理その他

外部公益通報への適切な対応の確保に関する事務を総括するものとする。 

第４条 通報等責任者とは、所管課において、外部公益通報に関する調査の進

捗等の管理、職員が教育研修に参加する機会の確保その他適切な対応の確保

に関する事務を所掌するものであり、所管課の長をもって充てる。 

２ 通報等責任者は、所管課の職員の中から、通報等担当者を指定する。 

３ 通報等担当者は、通報等責任者を補佐し、所管課における外部公益通報の



管理、外部公益通報者との連絡その他の対応に関する事務を担当する。 

（通報・相談窓口） 

第５条 町に対する通報及び外部公益通報に関する相談を一元的に受け付ける

ため、総務課に通報・相談窓口を置く。 

２ 通報・相談窓口は、次に掲げる事務を取り扱う。ただし、第１号及び第２

号の規定は、通報・相談窓口を経由せずに所管課に対してなされた通報及び

外部公益通報に関する相談等を、当該所管課において受け付けることを妨げ

るものではない。 

(１) 町に対する通報及び外部公益通報に関する相談等の受付に関すること。 

(２) 外部公益通報者との連絡調整に関すること。 

(３) 所管課との連絡調整に関すること。 

(４) 外部公益通報に関する制度の周知及び運用状況の公表に関すること。 

（通報の受付等） 

第６条 通報・相談窓口又は所管課は、通報を受け付けたときは、当該外部公

益通報者に対して、通報対象事実の内容、日時及び場所並びに通報対象事実

が現に行われ、又はまさに行われようとしていることを示す具体的な証拠等

の提示を求める。 

２ 通報は、原則として次に掲げる事項を記した書面等により受け付ける。た

だし、外部公益通報者が書面等による通報を行うことが困難である等の場合

は、通報・相談窓口又は所管課が通報内容及び対応状況を記録することによ

り受け付ける。 

(１) 当該外部公益通報者の氏名又は名称 

(２) 当該外部公益通報者の住所又は居所 

(３) 通報対象事実の内容 

(４) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由 

(５) 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられる

べきと思料する理由 

３ 通報等責任者は、通報を受け付けたときは、外部公益通報受付簿（様式第

１号）により、通報対応記録を残すものとする。 

４ 通報は、原則として実名で受け付けるものとする。ただし、やむを得ない

と認められる場合であって、第２項第３号から第５号までに定める事項を記

載した書面等によるときは、匿名により受け付けることができる。 

５ 通報・相談窓口及び所管課は、前項ただし書により受け付けた匿名による

通報についても、可能な限り、実名による通報と同様の取扱いを行うよう努

める。 

６ 通報を受け付けた通報・相談窓口は、所管課に書面等を引き継ぐものとす



る。 

（教示） 

第７条 通報対象事実について、本町の行政機関以外の行政機関が通報対象事

実についての処分等をする権限を有することが明らかになったときは、通報

等責任者は、当該外部公益通報者に対して当該権限を有する行政機関を遅滞

なく教示するものとする。 

２ 前項の規定により教示を行う場合、通報等責任者は、当該外部公益通報者

に対して、法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバ

シー等の保護に支障がない範囲において、自ら作成した当該通報対象事実に

係る資料を提供することができる。 

（通報の受理等） 

第８条 通報等責任者は、第６条の規定により通報を受け付けたときは、当該

通報が外部公益通報に該当するかどうかについて判断するものとする。 

２ 通報等責任者は前項の判断をするに当たり、通報が次のいずれかに該当す

るときは、受理しないことができる。 

(１) 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的

による通報であると認められるとき。 

(２) 通報の内容が具体性を伴わず、不分明であるとき。 

(３) 通報の内容が虚偽であることが明らかであるとき。 

(４) 伝聞に基づく通報であり、通報の内容について信ずるに足りる理由が

認められないとき。 

３ 通報等責任者は、第６条の規定により受け付けた通報が外部公益通報に当

たる場合は、当該通報を受理するものとし、当該外部公益通報者に対して、

外部公益通報受理決定通知書（様式第２号）により、次に掲げる事項を通知

するものとする。 

(１) 当該通報を外部公益通報として調査を行う旨 

(２) 当該通報への対応手続の終了までに必要と見込まれる期間 

(３) 当該通報にかかる秘密は保持される旨 

４ 通報等責任者は、第６条の規定により受け付けた通報が外部公益通報に当

たらない場合（次条に該当する場合を除く。）は、当該通報を受理しないも

のとし、当該外部公益通報通報者に対して、外部公益通報不受理決定通知書

（様式第３号）により、次に掲げる事項を通知するものとする。 

(１) 外部公益通報としての調査を行わない旨及びその理由 

(２) 当該通報にかかる秘密は保持される旨 

５ 通報等責任者は、外部公益通報者が特定できない場合その他やむを得ない

理由がある場合、外部公益通報受付簿にその理由を付すことにより、前２項



の通知を行わないことができる。 

６ 通報等責任者は、当年度に記録した外部公益通報受付簿を翌年度の４月末

日までに総括通報等責任者に提出しなければならない。 

（外部公益通報に準ずる通報） 

第９条 通報等責任者は、第６条の規定により受け付けた通報が外部公益通報

に当たらない場合で、次に掲げる要件を全て満たすときは、当該通報を外部

公益通報に準ずる通報として受理するものとする。 

(１) 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的

でないこと。 

(２) 通報対象事実その他法令違反の事実が生じ、若しくはまさに生じよう

としていることを通報した場合で、これらの事実が真実であると信ずるに

足りる相当の理由があること。 

(３) 第６条第２項第１号から第５号までに掲げる事項を記載した書面によ

ること。 

２ 前条（第２項を除く。）及び次条から第１３条までの規定は、前項の規定

による外部公益通報に準ずる通報について準用する。 

（調査） 

第10条 通報等責任者は、第８条第３項の規定により外部公益通報を受理する

ことを決定した場合は、通報対象事実について必要な調査を行う。 

２ 前項の調査は、外部公益通報者の秘密を守るため、外部公益通報者が特定

されないよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法により行う。 

３ 通報等責任者は、第１項の調査を行うことにより外部公益通報者が特定さ

れる恐れがある場合には、調査の方法について総括通報等責任者に相談する

ことができる。 

４ 通報等責任者は、第８条第３項による通知をした日から６か月を経過して

も調査が終了しない場合には、当該外部公益通報者に対して、外部公益通報

に係る調査状況通知書（様式第４号）により当該調査の進捗状況を連絡する

ように努める。 

（調査結果に基づく措置） 

第11条 通報等責任者は、当該調査の終了後、外部公益通報者に対して、当該

調査の結果を、遅滞なく、外部公益通報に係る調査結果通知書（様式第５

号）により通知する。 

２ 通報等責任者は、外部公益通報者が特定できない場合その他やむを得ない

理由がある場合、外部公益通報受付簿に当該理由を記載することにより、前

項の通知を行わないことができる。 

３ 通報等責任者は、調査の結果、通報対象事実その他法令違反等の事実が存



在すると認めるときは、法令に基づく措置その他適切な措置（以下「措置」

という。）を講じるとともに、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、

信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、公益通報に

係る調査結果通知書に当該措置の内容を記載する。 

（利益相反関係の排除） 

第12条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合、外部公益通報への対応

に関与してはならない。 

(１) 法令違反行為等の発覚や調査の結果により実質的に不利益を受ける者 

(２) 外部公益通報者又は法第２条第１項各号に定める事業者（事業を行う

個人に限る。）（以下「役務提供先」という。）若しくは当該役務提供先

の事業に従事する場合におけるその役員（法人の取締役、執行役、会計参

与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令（法律及

び法律に基づく命令をいう。）の規定に基づき法人の経営に従事している

者（会計監査人を除く。）をいう。）、従業員、代理人その他の者と親族

関係にある者 

（守秘義務の徹底） 

第13条 通報等責任者、通報等担当者その他外部公益通報への対応に関与した

職員は、法及び本要綱に基づき知り得た事実を漏らし、又は不当な目的に利

用してはならない。 

（通報者の保護） 

第14条 通報等責任者は、外部公益通報者が、外部公益通報をしたことを理由

として事業者から解雇その他不利益な取扱いを受けていることが明らかにな

った場合には、当該外部公益通報者の保護に係る必要な支援を行うよう努め

る。 

（公表） 

第15条 総括通報等責任者は、本要綱の運用状況について、年度ごとに公表す

るものとする。 

（委任） 

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

 

   附 則 

 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

 

 



様式第１号（第６条関係） 

外部公益通報受付簿 

 

【    年度】                           課・室・局 

受付

番号 
受付日 

通報者 

氏名 
通報内容（概要） 

決定通知日 

（受理／不受理） 

調査状況

通知日 

調査結果

通知日 
備考 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 



様式第２号（第８条関係） 

年   月   日 

 

              様 

 

岡垣町長          

 

外部公益通報受理決定通知書 

 

   年  月  日に受け付けた通報につきましては、公益通報者保護法第２条第１項

に定める公益通報（に準ずる通報）として受理しましたので通知します。 

 今後、通報内容を基に調査を実施します。 

 なお、調査は  か月程度要する見込みです。 

通報内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特記事項  本通知に係る秘密は保持されます。 

 調査終了後は、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、

名誉及びプライバシー等の保護に支障がない範囲において、調査結果を

通知します。 

 

 



様式第３号（第８条関係） 

年   月   日 

 

            様 

 

岡垣町長          

 

外部公益通報不受理決定通知書 

 

   年  月  日に受け付けた通報につきましては、公益通報者保護法第２条第１項

に定める公益通報として受理しない旨を決定しましたので通知します。 

通報内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不受理の 

理由 

□ 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的

による通報であるため。 

□ 通報の内容が具体性を伴わず、不分明であるため。 

□ 通報の内容が虚偽であることが明らかであるため。 

□ 伝聞に基づく通報であり、通報の内容について信ずるに足りる理由が

認められないため。 

 

特記事項  本通知に係る秘密は保持されます。 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第 10条関係） 

 

年   月   日 

 

            様 

 

岡垣町長          

 

外部公益通報に係る調査状況通知書 

 

   年  月  日に受け付けた通報に係る調査の進捗状況につきまして、次のとおり

通知します。 

通報内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査進捗状況  

 

 

 

対応終了見込  

 

 

 

特記事項  調査終了後は、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、

名誉及びプライバシー等の保護に支障がない範囲において、調査結果を

通知します。 

 

 

 



様式第５号（第 11条関係） 

 

年   月   日 

 

            様 

 

岡垣町長          

 

外部公益通報に係る調査結果通知書 

 

   年  月  日に受け付けた通報につきましては、調査結果がまとまりましたので

通知します。 

通報内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査結果  

 

 

 

 

措置実施  

 有 ・ 無 （理由                      ） 

 

 

特記事項  本通知に係る秘密は保持されます。 

 

 

 


